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　障害者基本法には、国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化な
どのあらゆる分野の活動に参加することを促進するため、毎年 12 月３日から９日までを障害者週間とすることが定めら
れています。

障がい福祉について理解を深めよう！障がい福祉について理解を深めよう！

　
市
で
は
、
障
害
者
週
間
に
あ
わ

せ
て
障
が
い
福
祉
に
関
す
る
関
心

や
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
障
が
い
当
事
者
で
あ
る
障
害

者
互
助
会
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら

啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

　
ま
た
、
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま

で
が
人
権
週
間
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
人
権
講
演
会
を
あ
わ
せ

て
開
催
し
ま
す
（
３
ペ
ー
ジ
参

照
）。

障
が
い
福
祉
団
体
作
品
展
示

　
毎
年
、
障
が
い
の
日
記
念
事
業

と
し
て
福
祉
事
業
所
の
利
用
者
や

特
別
支
援
学
校
に
通
う
生
徒
な
ど

が
作
っ
た
作
品
を
展
示
し
て
い
ま

す
。

と
き　
12
月
３
日

（土）
～
16
日

（金）

と
こ
ろ　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ

だ
ま
り
１
階
・
ロ
ビ
ー

昨年の展示の様子

障
害
者
差
別
解
消
法
と
は

　
障
が
い
の
あ
る
か
た
が
た
が
受

け
る
制
限
は
、
個
人
の
障
が
い
に

よ
る
も
の
に
限
ら
ず
、
社
会
に
お

け
る
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営

む
上
で
妨
げ
と
な
る
慣
行
や
文

化
、
人
々
の
意
識
や
考
え
か
た
、

法
律
や
制
度
、
道
路
や
建
物
と

い
っ
た
障
壁
（
バ
リ
ア
）
に
よ
っ

て
生
じ
ま
す
。

　
障
害
者
差
別
解
消
法
で
は
、「
不

当
な
差
別
的
取
扱
い
」
を
し
な
い

こ
と
と
、「
合
理
的
配
慮
」
を
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」
と

は
、
正
当
な
理
由
な
く
障
が
い
が

あ
る
と
い
う
だ
け
で
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
拒
否
し
た
り
、
制
限
や
条

件
を
つ
け
た
り
す
る
行
為
を
い
い

ま
す
。

　
「
合
理
的
配
慮
」
と
は
、
障
が

い
者
一
人
ひ
と
り
の
状
況
や
必
要

に
応
じ
た
変
更
、
調
整
な
ど
を
、

お
金
や
労
力
な
ど
の
負
担
が
か
か

り
す
ぎ
な
い
範
囲
で
行
う
こ
と
を

い
い
ま
す
。

　
ま
た
、
差
別
解
消
法
は
、
市
役

所
な
ど
の
行
政
機
関
や
民
間
事
業

者
を
適
用
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

障
害
者
差
別
解
消
法
に
関
す
る

相
談
窓
口

　
「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」
を

受
け
た
な
ど
の
困
り
ご
と
が
あ
る

か
た
は
、
次
の
相
談
窓
口
へ
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
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階
）

特別障害者手当・障害児福祉手当について特別障害者手当・障害児福祉手当について
　重度の障がいがあり、在宅で介護を受けている場合に受給するこ
とができます。手当を受給するためには、申請したうえで認定を受
ける必要があります。

手当
（支給月額） 対象者

特別障害者手当
（27,300 円）

　著
いちじる

しく重度の障がいがあるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする 20 歳以上のかた
※次のかたは手当を受給できません。
・ 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所して

いるかた
・病院などに継続して３か月以上入院しているかた

障害児福祉手当
（14,850 円）

重度の障がいがあるため、日常生活において常時
介護を必要とする 20 歳未満のかた
※次のかたは手当を受給できません。
・障害児入所施設などに入所しているかた
・障がいを支給事由とする年金を受けることができるかた

※ 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給が
停止されます。

障
が
い
の
日
記
念
事
業
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